
今年度もテーマ別に講座を開催します！ 
 
 

 

 

 

 

 

 対 象 者           定 員       参加費   

 市内の農林漁業者等        各回 20名程度     無 料 

 時 間            会 場             

各回 13:30～16:30（予定）     上越文化会館 大会議室（予定） 

 申込方法                                       

 各回ごとにお送りするチラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、FAXまたは電子メールでお申込みください。 

 申込締切                    

 各回開催の一週間前まで（申込多数の場合は抽選で決定） 

 開催日・カリキュラム等              

回 日 程 テ ー マ（案） 内 容 

第 1 回 
令和 8年 

7 月 28 日(火) 

売れる農産物づくりのための
マーケティング思考 

売れる農産物づくりに向け、「誰に・何を・

どのように」提供するかという設計の重要

性・顧客分析を通じて真のニーズを把握

し、そのニーズに応える商品の強みを整理

することで高付加価値化と売れる仕組み

づくりの基礎を実践的に学べます。 

第 2 回 8 月 26 日(水) 生成 AI×マーケティング 

DX推進の重要性と生成 AIの活用方法を学

び、マーケット分析（SWOT・PEST）による

現状把握・AI を活用した経営分析や課題

解決へのアプローチ手法を習得し、実務に

活かせる知識を学べます。 

第 3 回 12 月頃 
農産物等の価格設定・高付加
価値のつけ方 

直売・卸・ECなど、販売先に応じた実践的

な価格設定手法を身につけるとともに、市

場価格に依存しない価格設定の考え方を

学べます。 

第 4 回 
令和 9年 

1 月頃 
Canvaの応用講座 

これまで講座において分析した内容を元

に消費者の興味を引くチラシやポップに

ついて、Canvaを用いたより応用的な技法

について学ぶ。 
各回の詳細（日程・内容など）確定後、別途チラシをお送りするとともに広報上越等でも別途周知いたしますのでご確認ください。 

ご不明点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

マーケティング＝売れる仕組みづくりの考え方と、より実践的で成果につながるマーケティング活

動の手法を学ぶ、全 4回の関連性のある講座を開催します。 
各回で個別のテーマがある講座ですので、興味がある回のみの参加も可能です。 

＜問い合わせ先＞ 
 上越市農業振興課 販売促進係 
ＴＥＬ：025-520-5751（係直通） 
ＦＡＸ：025-526-6185 
メール：nougyouhansoku@joetsu.lg.jp 

令和 8年度 



中山間地域で山菜やそば等へ

転換するための経費を支援します
ー中山間地域振興作物生産拡大事業ー

中山間地域の農地保全と農業生産活動を維持するため、作物を栽培していない農地や休耕する
農地で、新たに山菜やそばなどの振興作物を生産する農業者などへ必要な経費を支援します

■対象農地 市内の中山間地域において、下記のいずれかに該当する農地
• 作物を栽培していない農地
• 水稲の作付けが困難な農地
※中山間地域等直接支払交付金の協定農用地または作付けにより
協定農用地となる農地が望ましいです。

※生産面積が合計10アール未満の場合は対象外です。
※過去に市から同様の事業で補助を受けた農地は対象外です。

■対象作物 水稲を除く販売を目的に栽培する作物
※ほ場の条件等に適する作物について事前に市と協議し、選定していただきます。
※収穫した作物は出荷する必要があります。

■補助内容 • 農地の再生作業･営農定着作業に要する経費の実費相当額
例：ほ場の明渠掘りのためのバックホウ借上料、除草剤や肥料の購入費、
人件費（草刈作業、施肥作業、苗の定植作業、播種作業）など

• 種苗購入費
• 補助上限額（10アールあたり）

交付申請書 ほ場の位置・面積が分かる書類、ほ場の現況写真、構成員名簿

実績報告書 請求書又は領収書の写し、作業日報（兼領収書）、作業中・完了後の写真、出荷伝票

■注意事項 • 予算の範囲内で、随時申請を受け付けます。
• 必ず事業開始前に申請してください。
• 事業実施の翌年度以降３年間(事業実施年度を含めた4年間)は、継続して補
助対象の作物を栽培及び出荷の上、出荷伝票等を提出していただきます。
植え付けから収穫まで複数年を要する作物の場合は、出荷するまでの間は、
毎年度、管理及び生育状況等を記した書類（出荷状況報告書）を提出して
いただきます。

• 必要に応じて鳥獣被害対策を実施してください。
• 申請書は市ホームページに掲載するほか下記問合せ先で配布します。

農地の再生作業・営農定着作業に要する経費 75千円

種の購入費 8千円

苗の購入費 100千円

■添付資料 • 主な添付資料は、以下のとおりです。申請・報告時に写真の提出が必要です。

【問合せ・申請書提出先】
上越市農業振興課中山間地域農業対策室 TEL 025-520-5754（直通）/ FAX 025-526-6185
浦川原区・柿崎区・板倉区総合事務所産業グループ
上記以外の各区総合事務所総務・地域振興グループ

■対 象 者 下記のいずれかに該当する農業者または団体など   
• 認定農業者
• 中山間地域等直接支払交付金の集落協定、個別協定
• 農家組合
• 農業者3戸以上で構成する団体
• 農業者3戸以上が構成員となっている法人
※市税を完納している必要があります。

令和８年度

営農指導等の経験豊富な
「元気な農業づくり推進
員」が地域に適した作物の
選定や栽培方法等について
相談に応じますので、お気
軽にお問合せください。

資料№14





令和7年度はクマの出没数が過去最多となり、

冬期間の出没も多かったことから、

今年度も春先からクマへの注意が必要です。

特に、山菜採りや登山などで山に入る際は

クマに遭遇しないための行動を徹底しましょう
！

※画像はイメージであり、実際に人が襲われたと
ころを撮影したもの

ではありません

クマ注意！

クマに襲われた場合、地面に伏せて
頭・首・腹を守る

※秋田大学の研究では防御姿勢をとった方に
重症者はいなかったという結果が出ています。

単独行動を避ける

生ゴミ等の誘引物を
放置しない

作業中はこまめに周囲を確認 クマに出会ったときは
慌てずにゆっくり後退

親子クマに注意音の鳴る物
クマ撃退スプレーを携行

※子グマの近くに母グマがいる
可能性があります

※早朝や夕方は要注意！

クマから身を守る
ための動画

にいがたクマ出没マップ　｜

県内のクマの出没情報は

最新の出没状況を確認！

クマに遭遇しないための行動







農作業中の熱中症を
予防しましょう!!

農作業中の熱中症が急増

予防のポイント
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熱中症等による死亡事故が急増しています!
４月１日～６月30日は熱中症等対策研修強化期間です。

各地域で開催される研修に参加しましょう!



熱中症対策アイテム

熱中症対策

熱中症が疑われる場合には

•
•
•

•
•
•

7月～9月は“夏の熱中症等対策声かけ期間”
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